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対策工法事例の紹介

一般的な海岸侵食対策の事例について
以下に示す。

① 沖合防護施設工法
② 突堤工法
③ 護岸・堤防工法
④ サンドパック工法
⑤ 養浜工法
⑥ 引き堤工法
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① 沖合防護施設工法

<適用性>
防護：
侵食対策として人工リーフ、離岸堤共に良く採
用されており、実績も多い。隣接地区でも同様に
採用されている。
利用：
護岸・堤防案に比べて汀線部の構造物を小さく
することができ、利用面に影響はない。
環境：
離岸堤や人工リーフは生物の生息・生育環境基
盤となることが見込まれる。

<概要>
沖合に人工リーフや離岸堤などを設置すること
で、汀線への入射波浪の軽減し海岸保全対策と
する工法。

①　沖合防護施設案 概要および適用性

評価

○

離岸堤

沖合防護施設工法

防護：
侵食対策として人工リーフ，離岸堤ともに良く採
用されており，実績も多い。

利用：
護岸・堤防工法に比べて汀線部の構造物を小さ
くすることができ，利用面の影響を減少させること
が出来る。

環境：
離岸堤や人工リーフは生物の生息・成育環境基
盤となることが見込まれる。



②　突堤案 概要および適用性

<概要>
海岸法線から沖合方向へコンクリート構造物や
石積堤などを配置することにより、沿岸漂砂を補
足することで侵食を防止する工法。

<適用性>
防護：
漂砂を制御することで汀線の維持や回復するこ
とが可能であるが、配置位置の検討や長期的な
漂砂の移動量の把握などが必要となる。
利用：
構造物は一部であるため、利用性は良い。
環境：
突堤付近を除き自然の砂浜を形成しているた
め、影響は少ない。

評価

△

⑦
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② 突堤工法

（平面図）

防護：
漂砂を制御することで汀線の維持や回復すること
が可能であるが，配置位置の検討や長期的な漂
砂の移動量の把握などが必要となる。

利用：
構造物は一部であるため，利用性は良い。

環境：
突堤付近を除き自然の砂浜を形成出来るため，
影響は小さい。
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③ 護岸・堤防工法

④　護岸・堤防案 概要および適用性

<概要>
護岸や堤防を新設・嵩上げすることで、背後地
を津波や波浪から防護するとともに陸域の侵食
を防止する対策工法。

<適用性>
防護：
コンクリート構造物により侵食対策だけではな
く、潮位や波浪による被害を防ぐ事が可能とな
る。海岸の利用や環境に応じて様々な形式の構
造物が検討可能である。
利用：
前面の砂浜幅が後退する可能性がある。
環境：
砂幅が後退した場合、生物の環境基盤の減少し
てしまう事が想定される。

評価

○

③ 護岸・堤防工法

護岸・堤防新設

防護：
構造物により侵食対策だけではなく，潮位や波
浪による被害を防ぐ事が可能となる。
海岸の利用や環境に応じて様々な形式の構造
物の検討が可能である。

利用：
前面の砂浜幅が後退すると利用面への影響が
大きくなる。

環境：
砂浜幅が後退すると，生物の環境基盤が減少
してしまう可能性がある。



6

④ サンドパック工法

⑦　サンドパック工法 概要および適用性

<概要>
汀線の少し沖に不透水性の袋で詰めたサンド
パックを汀線に平行に配置し、岸沖の漂砂移動
を抑止する工法。

<適用性>
防護：
現在の土堤を保護することが可能であり、補修
工法も簡易である。
利用：
設置後、時間が経つと連続した砂浜を形成する
ため、利用性の影響はわずかである。
環境：
海からの連続性が確保されるため、影響はわず
かである。

評価

○

④

浜崖の基部に不透水性の袋で詰めたサンドパッ
クを海岸線に平行に配置し，岸から沖への漂砂
移動を抑止する工法。

サンドパック
防護：
侵食対策へは有効である。

利用：
設置後，時間が経過すると連続した砂浜が形成
されるため，利用面の影響は小さい。

環境：
海からの連続性は確保されるため，影響は小さ
い。
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⑤ 養浜工法

③　養浜工案 概要および適用性

<概要>
海岸の砂浜が確保されるように定期的に養浜を
実施する工法。

<適用性>
防護：
養浜材の検討や定期的な養浜が必要であり、該
当地域では養浜材料の手配に多額のコストが必
要となることが想定される。
利用：
砂浜幅が維持されるため、利用性に影響は少な
い。
環境：
養浜の実施に合わせて新しい生息環境が形成
される。

評価

△

⑤ 養浜工法

現地発生砂や購入砂など

防護：
養浜材の検討や定期的な養浜が必要となる。

利用：
砂浜幅が維持されるため，利用面の影響は小さ
い。

環境：
養浜の実施に合わせて新しい生息環境の形成
が期待出来る。
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⑥ 引き堤工法

⑤　引き堤案 概要および適用性

<概要>
海岸保全施設の法線をより陸側に設置すること
で砂浜幅を確保する工法。

<適用性>
防護：
該当地域では直背後に民家や墓石があるた
め、陸側へ移動することが不可能である。
利用：
砂浜の利用範囲が広く取れるため、利用性が向
上する。
環境：
護岸・堤防案に比べ、砂浜幅の後退の可能性が
低くなるため、影響は少ない。

評価

×

防護：
構造物により侵食対策だけではなく，潮位や波
浪による被害を防ぐ事が可能となる。
海岸の利用や環境に応じて様々な形式の構造
物の検討が可能である。
背後地に余地が必要となる。

利用：
護岸・堤防工法に比べて汀線部の構造物を小さ
くすることができる。
砂浜の利用範囲が広く取れるため，利用性が向
上する。

環境：
護岸・堤防工法に比べ，砂浜幅後退の可能性が
低くなる。


